
豊田 PCB 廃棄物処理事業に係る市内運搬ルートについて 
 
 
※ 既に関係 19 自治区長へルート案の説明を行った（特に異論はなかった）。また、東海地区広域協

議会においても説明を行い、特に支障のあるケースを除いて下記の案が承諾された。 

 
１．施設搬入ルート（処理施設へ搬入するためのルート） 図 1  

 
① 国道 153 号からの搬入ルート 

交差点「広久手町」から市道広久手下細谷線に入り、処理施設へ 
  ② 国道 155 号からの搬入ルート 
  交差点「鴻ノ巣橋北」から市道広久手下細谷線に入り、処理施設へ 
  ③ 東名高速道路からの搬入ルート 
  豊田 IC から県道豊田安城線「土橋町一丁目」から市道都計花丘一本木線に 

入り交差点「鴻ノ巣橋北」から市道広久手下細谷線に入り、処理施設へ 
 
理由：ア．搬入車輌は約 10 台／日（昼間）と予想されるが、周辺住民等への配慮

から工業専用地域内の道路を選定する。 
   イ．県外からの運搬は東名高速道路豊田インターからを想定しており、こ

の搬入ルートであれば最短距離で持ち込むことができる。 
 

２．施設搬入ルートに入るまでの運行ルート  図 2  
（１）【市内からのルート】（市内保管事業所から、施設搬入ルートまでのルート） 

 
   ① 原則、国道を利用する。 
   ② 国道までは都市計画道路などの幅員の広い道路を優先して利用する。 

 
（２）【県内からのルート】（県内保管事業者から、施設搬入ルートまでのルート） 

 
① 原則、高速道路・国道を利用する。 

  ② 隣接市町村の市境付近にあっては、国道までは都市計画道路などの幅員の広い道

路を優先して利用する。 
 

（市内の国道） 
153 号 西：名古屋市方面 東：足助町方面 
155 号 北：瀬戸市、春日井市方面 南：知立市、東海市方面 
248 号 岡崎市、蒲郡市方面 
301 号 下山村、新城市方面 
419 号 藤岡町、小原村方面 

 
（３）【県外からのルート】（県外保管事業者から収集して、施設に運ぶ間の市内ルート） 

 
① 東名豊田 IC から施設搬入ルートへ 

 
 理由：リスク低減のため、住居等の影響がなるべく少ない最短ルートを優先する。 
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